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訓 令

島根県訓令第14号

本 庁

地方機関

島根県職員服務規程（昭和46年島根県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

平成24年６月29日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第２条第５号を次のように改める。

⑸ 給与等事務システム 給与等事務システムを使用して給与関係手続等を行う場合の特例に関する規則（平成24年島

根県人事委員会規則第20号）第２条第１号に規定する給与等事務システムをいう。

第５条第２項を削る。

第６条の２を削る。

第７条から第10条までを次のように改める。

（代休日等）

所属長は、職員の休日及び休暇に関する条例（昭和27年島根県条例第10号。以下「休日休暇条例」という。）第第７条

３条第１項の規定により代休日を指定する場合は、代休日指定簿（様式第１号）により指定するものとする。

２ 所属長は、職員の勤務時間に関する条例（昭和27年島根県条例第９号。次条第１項において「勤務時間条例」とい

う。）第８条第１項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合は、時間外勤務代休時間指定簿（様式第１号の

２）により指定するものとする。

３ 前２項に規定する指定は、給与等事務システムを使用して行うことができる。この場合において、第１項に規定する

代休日指定簿又は前項に規定する時間外勤務代休時間指定簿により指定されたものとみなす。

（深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求手続等）

職員は、勤務時間条例第９条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定による深夜勤務の制限第８条

の請求又は同条第２項若しくは第３項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定による時間外勤務の制限の

請求をする場合は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書（様式第１号の３）を所属長に提出しなければならない。

２ 職員は、職員の勤務時間に関する規則（平成元年島根県人事委員会規則第５号。以下この項及び次項において「勤務

時間規則」という。）第12条第３項（勤務時間規則第13条において準用する場合を含む。）又は第16条第３項（勤務時

間規則第17条において準用する場合を含む。）の規定による届出をする場合は、育児又は介護の状況変更届（様式第１

号の４）を所属長に提出しなければならない。

３ 所属長は、勤務時間規則第11条第２項（勤務時間規則第13条において準用する場合を含む。）若しくは第15条第２項

若しくは第４項（これらの規定を勤務時間規則第17条において準用する場合を含む。）の規定による通知をしたとき又

は育児又は介護の状況変更届の提出を受けたときは、当該通知又は育児又は介護の状況変更届の写しを添えて、遅滞な

く人事課長に報告しなければならない。

（休暇の届出又は請求）

職員は、職員の休日及び休暇に関する規則（昭和27年島根県人事委員会規則第４号。以下次項及び第10条第３項第９条

において「休日休暇規則」という。）第９条の規定により休暇の届出をし、又は休暇の許可若しくは承認を受けようと

するときは、休暇等承認・請求簿（様式第２号）に必要な事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

２ 次の各号に掲げる休暇の許可又は承認を受けようとするときは、休暇等承認・請求簿に必要な事項を記載し、当該各

号に定める書類を添えて所属長に提出しなければならない。

⑴ 職員の休日及び休暇に関する条例（昭和27年島根県条例第10号。以下「休日休暇条例」という。）第６条に規定す
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号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

る公務傷病等による休暇 当該負傷又は疾病が地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の規定に基づき公務

上のもの又は通勤によるものと認定されたことを示す書類及び当該負傷又は疾病に係る医師の診断書

⑵ 休日休暇条例第７条に規定する私傷病による休暇（当該休暇の期間が週休日、休日及び休日の代休日を除いて引き

続き６日以内のものであるときを除く。）

ア 当該私傷病がイに掲げる疾患以外の疾患である場合 医師の診断書

イ 当該私傷病が結核性疾患である場合 医師の診断書、レントゲン直接撮影写真（平面）、赤血球沈降速度検査証

明書及びかくたん検査培養検査証明書

⑶ 休日休暇条例第10条に規定する産前の休暇 医師又は助産師が作成した出産予定日の証明書

⑷ 休日休暇条例第10条に規定する産後の休暇 出産日の証明書

⑸ 休日休暇規則第３条の表第14号の２に該当する休暇 要介護者の状態等申出書（様式第２号の２）

⑹ 休日休暇規則第３条の表第16号に該当する休暇 ボランティア活動計画書（様式第２号の３）

３ 前２項に規定する届出又は請求は、給与等事務システムを使用して行うことができる。この場合において、前２項に

規定する休暇等承認・請求簿により提出されたものとみなす。

４ 第２項の規定にかかわらず、同項の規定により添付することとされている書類は、給与等事務システムを使用して届

出又は請求を行う場合には、当該届出又は請求の後速やかに所属長に提出することをもって足りる。

（介護休暇）

職員は、休日休暇条例第12条第１項に規定する介護休暇を受けようとする場合は、休暇等承認・請求簿に必第９条の２

要な事項を記載し、医師の診断書その他必要と認められる書類及び要介護者の状態等申出書を添えて所属長に提出しな

ければならない。

２ 職員は、介護休暇の承認の取消しを請求する場合は、休暇等承認・請求簿に必要な事項を記載し、所属長に提出しな

ければならない。

３ 前２項に規定する請求は、給与等事務システムを使用して行うことができる。この場合において、前２項に規定する

休暇等承認・請求簿により提出されたものとみなす。

４ 第１項の規定にかかわらず、同項の規定により添付することとされている書類は、給与等事務システムを使用して請

求を行う場合には、当該請求の後速やかに所属長に提出することをもって足りる。

５ 所属長は、介護休暇を承認したとき又は介護休暇の承認を取り消したときは、休暇等承認・請求簿の写しを添えて、

当該承認又は承認の取消しの日の属する月の翌月の10日までに人事課長に報告しなければならない。ただし、これらの

承認又は承認の取り消しが給与等事務システムを使用して行われた場合にあっては、人事課長に報告したものとみな

す。

（休暇の報告）

所属長は、次に掲げる場合には、休暇状況報告書（様式第３号）を人事課長に提出しなければならない。第10条

⑴ 私傷病による休暇を承認した場合であって、当該私傷病について初めて週休日、休日及び休日の代休日を除いて引

き続き７日以上の休暇を承認したとき（次号に掲げる場合を除く。）。

⑵ 引き続き50日以上の私傷病による休暇を承認したとき。

２ 職員は、私傷病による休暇の期間が休日休暇条例第７条第１項に規定する期間を経過してもなお治癒しないため職務

に従事することができないと認められるときは、当該休暇の期間が同項に規定する期間の限度に達する日の10日前まで

に、医師２人の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、休職に係る報告書（様式第

３号の２）とともに、これを人事課長に提出しなければならない。

３ 休日休暇規則第３条の４の規定により休暇の期間を通算する場合において、前項に規定する期間内に医師２人の診断

書を所属長に提出することが困難な職員に対する前項の規定の適用については、前項中「当該休暇の期間が同項に規定

する期間の限度に達する日の10日前までに」とあるのは、「速やかに」とする。

第11条から第14条までを削る。
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号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

第14条の２第２項中「（様式第３号の３の２）」を「（様式第３号の４）」に改め、同条第３項中「（様式第３号の

４）」を「（様式第３号の５）」に改め、同条第４項中「（様式第３号の５）」を「（様式第３号の６）」に改め、同条

を第11条とする。

第14条の３第１項中「部分休業承認請求書（様式第３号の６）」を「休暇等承認・請求簿」に改め、同条第２項中「部

分休業承認取消請求簿（様式第３号の７）に所要の」を「休暇等承認・請求簿に必要な」に改め、同条第３項を次のよう

に改める。

３ 前２項に規定する請求は、給与等事務システムを使用して行うことができる。この場合において、前２項に規定する

休暇等承認・請求簿により提出されたものとみなす。

第14条の３中第４項を第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

４ 所属長は、部分休業を承認したとき又は部分休業の承認を取り消したときは、休暇等承認・請求簿の写しを添えて、

当該承認又は承認の取消しの日の属する月の翌月の10日までに人事課長に報告しなければならない。ただし、これらの

承認又は承認の取り消しが給与等事務システムを使用して行われた場合にあっては、人事課長に報告したものとみな

す。

第14条の３を第12条とする。

第14条の４第２項中「（様式第３号の３の２）」を削り、同条第４項中「（様式第３号の５）」を削り、同条を第13条

とする。

第14条の５を第14条とする。

第19条を削り、第18条を第19条とする。

第17条中「休暇・欠勤簿」を「休暇等承認・請求簿」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 前項に規定する届出は、給与等事務システムを使用して行うことができる。この場合において、前項に規定する休暇

等承認・請求簿により届け出たものとみなす。

第17条を第18条とする。

第16条第３項中「第９条第２項」を「第９条第２項第２号イ」に改め、同条を第17条とする。

第15条を第16条とし、第14条の６を第15条とする。

第20条第３項中「旅費事務システムに登録することにより」を「給与等事務システムを使用して」に改める。

第24条の見出しを「（職務専念義務の免除承認請求）」に改め、同条中「職務専念義務免除承認簿（様式第９号）に所

要の事項を記載して」を「休暇等承認・請求簿に必要な事項を記載し、同条に掲げる事項に該当することを確認するため

所属長が必要と認める書類を添えて」に改め、同条に次の２項を加える。

２ 前項に規定する請求は、給与等事務システムを使用して行うことができる。この場合において、同項に規定する休暇

等承認・請求簿により提出されたものとみなす。

３ 第１項の規定にかかわらず、同項の規定により添付することとされている書類は、給与等事務システムを使用して請

求を行う場合には、当該請求の後速やかに所属長に提出することをもって足りる。

様式第１号を次のように改める。
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号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

（第７条関係）様式第１号

代 休 日 指 定 簿

所 属

氏 名

１ 勤務を命じた休日及び当該休日の全勤務時間

・ 年 月 日

： ～ ： ： ～ ：

・勤務時間数 時間 分

２ 職員の意向「代休日の指定を希望しない旨を申し出ないこと」

本 人 印

３ 代休日及び当該代休日の正規の勤務時間

・ 年 月 日

： ～ ： ： ～ ：

・勤務時間数 時間 分
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号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

様式第１号の３中「（第６条の２関係）」を「（第８条関係）」に改め、同様式を様式第１号の４とする。

様式第１号の２中「（第６条の２関係）」を「（第８条関係）」に改め、同様式を様式第１号の３とし、様式第１号の

次に次の１様式を加える。
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号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

（第７条関係）様式第１号の２

時 間 外 勤 務 代 休 時 間 指 定 簿

所 属

氏 名

１．時間外勤務代休時間を指定する日、当該時間外勤務代休時間を指定する日の正規の勤務時間、当該時間外勤務

代休時間を指定する時間等

・ 時間外勤務代休時間を指定する日

年 月 日

・ 当該時間外勤務代休時間を指定する日の正規の勤務時間

： ～ ： ： ～ ：

・ 当該時間外勤務代休時間を指定する時間

： ～ ： ： ～ ：

（ 月分）

□ ４時間 指定に代えようと 職員の勤務時間に関する規則第

□ ７時間４５分 する時間外勤務の ９条の２第２項

□ 時間 分 時間数 第１号 第２号 第３号

年次有給休暇※に連続

して指定する場合 時間 時間 時間

換算率 ×25/100 ×50/100 ×15/100

※ 年次有給休暇の時間

： ～ ： （ 時間）

２．職員の意向「時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出ないこと」

本 人 印
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様式第２号を次のように改める。
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（

裏
）

決
裁

欄
請
求
し
、
又
は
取
り
消
し
す
る
休
暇
等

期
間

欠
勤

理
由

印
備

考
日
数
及
び
時
間

区
分

累
計

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

日
日

月
日

時
分

日

時
時

月
日

時
分

時
分

分

 
10



様式第２号の２中「（第９条関係）」を「（第10条関係）」に改め、同様式を様式第３号とする。

様式第２号の次に次の２様式を加える。

号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

 
11



号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

（第９条、第９条の２関係）様式第２号の２

要介護者の状態等申出書

年 月 日

所 属

,氏 名

１ 請求する休暇の種類

□ 休日休暇条例第12条第１項に規定する介護休暇

□ 休日休暇規則第３条の表第14号の２に規定する短期の介護休暇

２ 要介護者に関する事項

⑴ 氏名

⑵ 職員との続柄

⑶ 職員との同居又は別居の別

□同居 □別居

⑷ 介護が必要となった時期

年 月 日

３ 連続する６月の期間（休日休暇条例第12条第１項に規定する介護休暇の場合）

年 月 日から 年 月 日まで

４ 要介護者の状態

５ 具体的な介護の内容（休日休暇条例第12条第１項に規定する介護休暇の場合）

６ 備考

注１ 「２⑷ 介護が必要となった時期」には、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定で

きない場合には、日又は月の記載を省略することができる。

２ 「４ 要介護者の状態」には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況が明らかになるよう

に、具体的に記入すること。

３ 休日休暇条例第12条第１項に規定する介護休暇の場合は、医師の診断書等を添付すること。
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号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

（第９条関係）様式第２号の３

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 計 画 書

年 月 日

所 属

氏 名

１ 活動期間

年 月 日から 年 月 日まで

２ 活動の種類

□被災者への支援活動 □社会福祉施設等における活動 □その他

３ 活動場所

施設名等：

所 在 地 ：

電 話： （ ）

４ 具体的な活動内容

５ 仲介団体等（自ら活動主体となって活動を行う団体を含む。）による仲介等の有無及び団体名

□ 有 □ 無

団 体 名 ：

電 話： （ ）

６ 備考

注１ ３及び４については、当該活動が仲介団体等の仲介等によるものであり、当該仲介団体等により活動内容等

についての証明が得られる場合には、適宜記入を省略して差し支えない。

２ ３については、当該活動場所が支援する相手の居宅である場合には、その者の氏名、住所等を記入するこ

と。

３ ６については、支援する相手の居宅における活動を仲介団体等の仲介等によらないで行う場合に、その者の

状態について記入すること。

４ 該当する□には、✓印を記入すること。
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号外第93号 島 根 県 報 平成24年６月29日

様式第３号の２から様式第３号の２の３までを削る。

様式第３号中「（第９条関係）」を「（第10条関係）」に改め、同様式を様式第３号の２とする。

様式第３号の３中「（第14条の２関係）」を「（第11条関係）」に改める。

様式第３号の６を削る。

様式第３号の５中「（第14条の２関係）」を「（第11条関係）」に改め、同様式を様式第３号の６とする。

様式第３号の４中「（第14条の２関係）」を「（第11条関係）」に改め、同様式を様式第３号の５とする。

様式第３号の３の２中「（第14条の２、第14条の４関係）」を「（第11条、第13条関係）」に改め、同様式を様式第３

号の４とする。

様式第３号の７を次のように改める。

様式第３号の７ 削除

様式第３号の８及び様式第３号の９中「（第14条の４関係）」を「（第13条関係）」に改める。

様式第３号の10中「（第14条の５関係）」を「（第14条関係）」に改める。

様式第３号の11及び様式第３号の12中「（第14条の６関係）」を「（第15条関係）」に改める。

様式第４号及び様式第５号中「（第16条関係）」を「（第17条関係）」に改める。

様式第９号を次のように改める。

様式第９号 削除

附 則

この訓令は、平成24年７月１日から施行する。
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